
（様式 11） 

平成２６年５月１０日 

 

学 位 論 文 審 査 要 旨（課程博士） 

 

東京農工大学大学院工学府長 殿 

 

審査委員 主査 亀山  秀雄 印 

  副査 滝山 博志 印 

副査 桜井 誠 印 

副査 銭  衛華 印 

副査 寺田 昭彦 印  

                         

学位申請者 
応用化学専攻  平成 24年度入学  学籍番号 12832304 

氏 名  和田 義明 

申 請 学 位 博 士（学術） 

論 文 題 目 研究開発活性化策に関する研究 

 

論文審査要旨（2000字程度） 

 本研究では、研究開発の活性化を目的としたマネジメント手法を考案し、その効果

の傍証を行った。傍証は、キユーピー㈱（以下：食品会社Ｋ社）研究部門での実装を基

にし、研究員を対象としたアンケートや事例、特許出願状況を基にしたものである。本

研究の工学的価値は、研究開発を活性化し、化学工学会が提唱している「課題解決型技

術イノベーションの推進」や「シーズ展開型技術イノベーションの推進」などの課題を

解決する有効な手段となるところにある。 

第1章「緒論」では、企業における研究開発の課題を抽出し、次のようなリサーチ・ク

エスチョンを明確にした上で、先行研究を踏まえて研究テーマの設定を行った。 

・企業における研究開発を活性化させるための課題とは何か 

・それを解決する手段とは何か 

・その手段の有効性はどのように評価すればよいか 

この課題について、食品会社Ｋ社を実験対象として研究を進めた。その結果、研究開発

活性化のためのテーマは次の2つとした。 

・関係者の英知を集める協働の場作り 

 ・基礎研究を事業に繋げる研究開発プロセス・マネジメント（以下ＰＭ）の確立 

協働の場作りの先行研究としては、ナレッジ・マネジメント、知識の構造化、統合学などが

あった。研究開発ＰＭではステージ・ゲート法があった。これらの、先行研究を踏まえ 

た上で、協働の場作りと研究開発ＰＭの新たな手法の考案に取り組むこととした。 
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第2章「研究開発におけるプラットフォーム・マネジネントの実践」では、食品会社Ｋ

社において協働の場であるプラットフォームを適用し、その有効性が示唆された。 

食品会社Ｋ社におけるナレッジ・マネッジメント上の課題は、研究員同士の連携力に不

足があることが分った。そこで、研究員の英知を集め協働する場として「プラットフォ

ーム」という概念を導入し、開発テーマの策定や技術開発に適用した。 

その結果、開発テーマ策定の場合や技術開発の場合の両方で、意思の疎通が高まるこ

とが示唆された。開発テーマ策定では、納得できるテーマを策定すること、開発テーマ

のコンセプトを明確にすることや、技術開発では、技術課題の解決スピードが上がるこ

と、より難しい技術テーマを解決すること、これまで取り組めなかったテーマに取り組

むことなどにおいて良好な結果を得た。この結果より、プラットフォームという協働の

場がこれらの面で研究開発を活性化することが示唆された。 

第3章「研究開発におけるプラットフォーム・マネジメントの課題と解決策」では、Ｋ

社にて実装されたプラットフォーム・マネジメントにおける課題を明確にし、それに対

する解決策を検討した。ポイントは、プラットフォームを円滑に運営するマネジメント

であり、それをサポートするスタッフ機能が重要であることを論じた。 

 第4章「研究開発におけるプロセス・マネジメントの実践」では、食品会社Ｋ社におい

て、研究開発ＰＭとして考案したブースト・ゲート法を適用し、コーポレート研究を活

性化させる点においてその有効性が示唆された。 

 食品会社Ｋ社における研究開発ＰＭ上の課題は、長期研究開発テーマを推進する仕組

みが整っておらず、有望なテーマが研究開発途上で頓挫してしまうことなどである。そ

こで、長期テーマ進める手法としてステージ・ゲート法の導入を検討した。しかし、こ

れには有望なテーマを推進させるには難点があることが分り、それを改善した手法とし

て「ブースト・ゲート法（以下ＢＧ法）」を考案した。ポイントは、ゲートにおいて「助

言」を加えたことにある。このＢＧ法を食品会社Ｋ社研究部門にて実装し、その有効性

を評価した。 

 その結果、この手法を導入する前と比べて、コーポレート研究への関心度が高まり、

取り組む頻度が増えたと答える者や、このような環境の中でコーポレート研究に取り組

み易くなったと答えた者が優勢を占めた。長期に亘る研究開発テーマを後押しする手法

が、研究員のコーポレート研究に対する意欲を刺激したものと考える。結果として、Ｂ

Ｇ法が研究開発の活性化に寄与していることが示唆されたと考える。 

 第5章「研究開発におけるプロセス・マネジメントの評価」では、ＢＧ法について、客

観的に評価できる指標として特許出願状況を用いて評価した結果、有効性が示唆された。 

 研究開発の評価については、産業技術総合研究所の研究評価において、特許出願状況

が、研究開発の成果であるアウトカム実現に寄与すると想定される指標として用いられ

ていることを参考にして、本研究でも採用した。更に、コーポレート研究が生み出すも

のが質の高い特許につながると想定し、重要特許の出願状況に着目した。重要特許の指

標としては、発明者数が有効であるという文献を基に、食品会社Ｋ社の発明者数を調査

した。更に、国際出願も重要特許の指標に成り得るという文献の記述を基に、同社の国



際特許出願状況を調査した。 

 その結果、発明者数と国際出願数は、ＢＧ法を導入した後に増加していることが分っ

た。従って、この手法を導入した後は、重要特許が増加したことを示唆しており、それ

を生み出すコーポレート研究が活性化されたことを示唆しているものと考える。 

 第 6 章「結論」では、本研究で提案するプラットフォーム・マネジメント、ＢＧ法が

研究開発活性化策として有効な手段の一つであることが示唆されたことを示した。更に

今後の展望として、工学分野のみならず、総合科学技術会議が提唱する、「人が活躍す

る環境作り」「イノベーションを結実させる仕組み」に対してその実現の一助となるこ

とを期待する旨を述べた。 

 これらの成果は、化学工学会が目指す「課題解決型技術イノベーションの推進」や「シ

ーズ展開型技術イノベーションの推進」の実現を支援する有効な手段の一つとなる可能

性を強く示唆しており、価値ある研究成果であった。また、英文論文誌に投稿しており、

語学力も充分と判断できる。以上のことから、博士学位審査の結果、和田義明氏が博士

（学術）の学位にふさわしい能力を有していると判断し、博士論文の審査に全員一致で

合格であるとの結果を得た。 

 


